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Ⅰ はじめに 

愛知県道路公社（以下「公社」という）が所有する有料道路は、平成 28 年 10 月の公

共施設等運営権（コンセッション）実施契約の締結に基づき、運営権を期間限定で愛知

道路コンセッション株式会社（以下「ＡＲＣ」という）に設定している。 

ＡＲＣが管理運営する路線は、県民生活や社会経済活動に大きな役割を果たしており、

すべての路線が緊急輸送道路に指定されている等、住民の安全・安心な暮らしを支える

うえでも重要な役割を担っている。 

政府では、平成25年10月4日に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会

議」が設置され、同年11月29日に、国民生活やあらゆる社会経済活動を支える各種施

設をインフラとして幅広く対象とした戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す基本

的な計画として、「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）を取りま

とめた。  

基本計画では、今後、国を始めとする様々なインフラの管理者等が一丸となって戦

略的な維持管理・更新等に取り組むことにより、国民の安全・安心の確保、中長期的

な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化、メンテナンス産業

の競争力確保を実現する必要があるとしている。  

そこで、公社及びＡＲＣでは、本基本計画に基づき、管理するインフラの維持管

理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組みの方向性を明らかにするため、

「インフラ長寿命化計画（行動計画）［愛知県道路公社・愛知道路コンセッション株式会社］」

（以下「行動計画」という）を策定する。（図-1参照） 

行動計画では、これまで進めてきた取組みを継続しつつ、予防保全の観点から道路資

産の点検・診断を実施し、点検・診断の結果に基づいた必要な対策を適切な時期に、着

実かつ効率的・効果的に実施することにより、トータルコストの縮減と確実な道路機能

の維持を図る。また、これらの取組みを通じて得られた道路資産の状態や対策履歴の情

報を記録し、次の点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」の継続的な発展を

目指すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 愛知県道路公社インフラ長寿命化計画（行動計画）の位置付け 

インフラ長寿命化計画（行動計画） 

個別施設毎の長寿命化計画 

（個別施設計画）橋梁・トンネル等 

【国（基本計画）】 

公社・ＡＲＣ 

インフラ長寿命化基本計画 
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Ⅱ 愛知県道路公社及び愛知道路コンセッションの役割 

公社は、「愛知県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料

金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効

率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化

を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的」として昭和

47 年に設立された。 

その後、道路整備特別措置法に基づき料金徴収等を行う地方道路公社管理道路 につ

いて、構造改革特別区域法第 28 条の 3 の規定により、措置法及び民間資金等の活用に

よる公共 施設等の整備等の促進に関する法律（以下、「PFI 法」という。）に特例が設

けられ、公共施設等運営権を設定することにより民間事業者による運営等事業の実施が

可能となったことから、2016 年 10 月 1 日から、有料道路コンセッション事業が開始

した。 

このことにより、運営権者は日常の点検や補修などの維持管理運営業務など、業務全

般を行い、公社は道路管理者として実施すべき法的管理業務、運営権者のモニタリング

業務を行う。公社及びＡＲＣは、この目的を達成するため、インフラの維持管理・更新

等を適確に実施し道路機能を将来にわたり維持することにより、施設の安全性を確保す

る責務がある。  

そこで、行動計画において、公社及びＡＲＣが取り組むべき施策のとりまとめを行い、

維持管理・更新等に向けた取組みを強力に推進する。 
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Ⅲ 計画の範囲 

１ 対象施設 

公社が管理するインフラのうち、平成２６年７月１日に施行された「維持修繕に関す

る省令・告示」で点検が法定化された施設を対象とする。 

具体的な対象施設は以下のとおりである。また、各施設数を表-1に示す。 

・橋梁 

・トンネル 

・大型構造物（シェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等） 

 

表-1 各施設数（令和 8年 3月現在） 

路線名 橋梁 
大型 

カルバート 
トンネル 

門型標識・門型

情報提供装置 

知多半島道路 77   10    23   

南知多道路 89   4   2   3   

知多横断道路 25   15    12   

中部国際空港連絡道路 6     3   

衣浦トンネル 1    2   1   

猿投グリーンロード 53    1   3   

名古屋瀬戸道路 27     5   

衣浦豊田道路 22     8   

合計 300   29   5   58   

 

※橋梁は、溝橋（橋長 2m 以上、土被り 1m 未満のもの）を含む。 

 ※シェッド及び横断歩道橋は管理施設なし。 

 ※大型カルバートは内空 6.5ｍ以上を対象にする。 

 

  

２ 計画期間 

令和 8年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの計画期間とし、3 巡目の

点検結果を整理、分析するとともに新たな知見を加え、適宜見直すものとする。 
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Ⅳ 対象施設の現状と課題 

１ 現状 

公社が管理する対象施設は、大きく①50 年以上の施設と②20 年以上 30年未満の施設

に大別される。今後、①はもとより②についても、施設が老朽化し、劣化による損傷が

顕在化していくことが懸念される。（図-2参照） 

例えば、管理橋梁 300 橋のうち、供用後 30 年以上経過する割合は、下図に示す通り、

現在（令和 8 年 3 月）は約 51％であるが、20 年後には約 100％となる。また、供用後

30 年を経過する大型カルバートも、現在約 30%であるが、10 年後にはすべての大型カ

ルバートが供用後 30 年を経過する。 

そこで、安全・安心を確保し、道路資産を健全な状態に保ち続けるため、持続可能な

メンテナンスサイクルを構築する必要がある。 

 

 

橋梁（経過年別）            大型カルバート（経過年別） 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

図-2 施設の経過年数（令和 8年 3月時点） 

供用後 30年以上経過：30% 

（供用年数不明のものを除く） 

供用後 30年以上経過：51% 

（供用年数不明のものを除く） 
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２ これまでの取組状況 

平成 25 年道路法改正後の取組状況を以下に示す。 

（１）橋梁 

・平成 25 年から定期点検（5 年サイクル）を開始し、令和 4 年度末までに 2 巡目の点

検を完了し、引き続き令和 5年度から 3巡目の点検及び損傷箇所の修繕を実施してい

る。平成 28年 10 月以降はＡＲＣにて、公社が実施した点検結果、修繕履歴を引継い

で、維持管理業務として点検及び損傷個所の修繕を実施している。 

（２）トンネル 

・衣浦トンネルについて、平成 25 年度から定期点検（5年サイクル）を開始し、令和 4

年度末までに 2巡目の点検を完了している。また、猿投トンネル、切山トンネルにつ

いても、令和 3 年度に 2巡目の点検を完了している。引き続き令和 4年度から 3巡目

の点検及び損傷箇所の修繕を実施している。平成 28 年 10 月以降は、ＡＲＣにて、公

社が実施した点検結果、修繕履歴を引継いで維持管理業務として点検及び損傷個所の

修繕を実施している。 

（３）大型カルバート 

・平成 26 年度から定期点検（5 年サイクル）を開始し、令和 5 年度末までに 2 巡目の

点検を完了し、引き続き令和 6年度から 3巡目の点検及び損傷箇所の修繕を実施してい

る。平成 28 年 10 月以降はＡＲＣにて、公社が実施した点検結果、修繕履歴を引継い

で、維持管理業務として点検及び損傷個所の修繕を実施している。 

（４）門型標識・門型情報提供装置 

・平成 25 年度から定期点検（5 年サイクル）を開始し、令和 4 年度末までに 2 巡目の

点検を完了し、引き続き令和 5 年度から 3巡目の点検及び損傷箇所の修繕を実施して

いる。平成 28 年 10 月以降はＡＲＣにて、公社が実施した点検結果、修繕履歴を引継

いで、維持管理業務として点検及び損傷個所の修繕を実施している。 

  

図-3 点検・修繕実施状況  
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３ 現状の課題 

 

３－１ 点検・診断・修繕・更新等 

（１）メンテナンスサイクルの確立 

平成 26 年 7 月 1 日に施行された道路法施行規則において、橋梁、トンネル等の構造

物は、国が定める統一的な基準により、5年に 1回の頻度で近接目視により点検を行い、

統一的な尺度で健全性の診断結果を分類するとともに、点検・診断の結果及び措置の内

容を記録・保存することとされた。 

 愛知県では、この施行規則を踏まえ、平成 26年度末までに表-2に示す基準類を策定・

活用し、メンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）を回す仕組みを構築したこ

とから、公社でも、平成 27 年 4 月に、これらの基準類を用いて維持管理を実施する方

針としている。 

 しかしながら、橋梁以外の施設については修繕計画が一部未策定であるため、これら

の問題を速やかに解決し、適確で効率的な維持管理を実施することが課題となっている。 

 

 

表-2 メンテナンスサイクルに必要な基準類（※措置を除く）（令和8年3月時点） 

点検 

・  

診断 

〇橋梁 

・橋梁点検要領（愛知県建設局道路維持課） 

・橋梁定期点検に関する特記事項（愛知県建設局道路維持課） 

〇トンネル 

・道路トンネル点検要領（愛知県建設局道路維持課） 

〇シェッド・大型カルバート 

・シェッド・大型カルバート等点検要領（愛知県建設局道路維持課） 

〇横断歩道橋 

・横断歩道橋定期点検要領（愛知県建設局道路維持課） 

〇門型標識等（門型標識・門型情報提供措置） 

・附属物（標識・照明施設等）定期点検要領 

（愛知県建設局道路維持課） 

記録 〇道路構造物管理カルテ作成要領（案）（愛知県建設部道路維持課） 

 

 

 

 

 

 



7 
 

（２）床版劣化の未然防止 

知多半島道路、南知多道路及び猿投グリーンロードの橋梁は、床版防水の全面施工が

基準等に規定された平成 6年以前に施工されているため、鉄筋コンクリート床版に防水

が施されていない状況であった。 

その結果、猿投グリーンロードの橋梁において、床版劣化（コンクリートの土砂化、

ひび割れ、剥離、鉄筋露出等）が確認され、順次補修を行っている（図-4参照）。 

またこのような状況は上記３路線の他の橋梁でも発生する可能性があり、床版劣化を

未然に防ぐため、床版防水機能の不足した、対象の橋梁から順に床版防水工を随時行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 猿投グリーンロード（芝中橋） 床版等の劣化状況 

 

 

（３）担い手確保に向けた入札契約制度等の見直し 

維持管理・更新等の補修事業は、施設毎に構造形式や劣化・損傷の状況等が異なる

ことから、新設工事と比べて調査・設計・施工ともに多くの労力を要し、人件費や機

材のコストも割高になる場合がある。 

これらの状況を踏まえて、ＡＲＣでは、民間発注という利点を活かして、抱き合わ

せ発注などで施工数量を増やす、また、第三者被害の可能性が低い修繕などは工期の

長期化を行い、受注者の施工時期調整の緩和などの対策を講じて、入札不調縮減に努

めている。 

土砂の流出 

床版ひびわれ、遊離石灰

の析出 

舗装撤去・

床 版上 面

舗装撤去・

床 版上 面
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（４）地方自治体等との情報共有 

 有料道路を跨ぐ橋梁（以下、「有料道路跨道橋」という。）は、その資産の多く  

が地方公共団体等で管理されている。有料道路跨道橋は、有料道路と同時期に建

設され設置後数十年が経過し老朽化や劣化が進行しているものや、一部において

点検や修繕が未実施である橋梁が存在している等、有料道路の安全・安心を確保

するうえでの課題となっている。 

 

（５）コンセッション事業の実施に伴う民間事業者との連携 

 公社が所有する有料道路は、平成28年10月より、コンセッション事業の実施に伴

い、施設の維持管理をＡＲＣが実施している。 

 このため、公社とＡＲＣが一体になって(1)～(5)の課題に対処する必要がある。 

 

 

３－２ 基準類の整備 

 平成27年4月から表-2に示す基準類の最新版を順次用いて維持管理を実施する方針と

した。 

しかし、適確で効率的な維持管理を実施していくためには、新たな技術や知見をこ

れまで以上に積極的に活用していく必要がある。 

 

 

３－３ 情報基盤の整備と活用 

（１）不足する情報の収集及び情報の保管・蓄積 

施設台帳のうち橋梁及び大型カルバートについては、台帳が作成されていない施設

が多数存在していた。一方、トンネルや門型標識等については、台帳記載内容が最新

の情報になっていない施設が多数存在していた。これらの情報は令和8年3月現在、定

期点検実施による更新により、ほぼ解消している 

また措置の結果については、未だに一部現状記録がなされていない状況にある。 

今後、適確で効率的な維持管理を進めていくため、いかに不足する情報や点検・診

断・措置の結果を収集し保管・蓄積していくかが重要課題である。 

 

（２）情報の利活用と発信 

蓄積した情報の利活用は、適確で効率的な維持管理を行ううえで必要不可欠である

が、十分行われていないのが現状である。今後は、(1)の収集・保管・蓄積と合わせ、

これらの情報を利活用していくことも課題である。 

今後、施設の健全性や老朽化対策等について、いかに情報発信を進めていくかが課

題である。 
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３－４ 個別施設計画の策定と推進 

（１）計画の策定  

メンテナンスサイクルの実施に係るトータルコストの縮減を図るうえでは、点検・

診断等の結果を踏まえ、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として個別施設計

画（長寿命化計画）を策定しこれに基づき計画的かつ効率的に実施していくことが重

要である。  

 

（２）計画内容の充実  

施設の状態は、劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、点検結果等を

踏まえて適宜計画を更新することが必要である一方、知見・ノウハウの蓄積を進め、 

長期にわたる計画としていくことで、中長期的な維持管理・更新に係るコストの見通

しを明らかにしていくことが求められている。  

今後、これらをいかに実現し、計画の実行性を高めていくかが課題である。 

 

 

３－５ 新技術の導入 

現在、施設の点検・診断は、目視点検や打音検査を基本として実施しているが、近

年、非破壊検査技術、ロボット、ＩＣＴの活用が徐々に進んでいる。 

これらの技術は、構造物や部材の内部を調査するためにコンクリート表面を削る等

する「はつり」を省略できるようになる等、点検・診断の高度化、効率化等に寄与し

ている。 

また、点検・診断の高度化、効率化以外でも、新技術の活用により、道路利用者へ

の影響の軽減、工期の短縮、コスト縮減等が図られている。 

他方、高齢化したストックの増大、維持管理を担う熟練技術者の減少、予算の制約

といったインフラを取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえると、今後、より一層戦略

的に新技術の活用促進を進めていく必要があり、いかに新技術の活用促進を進めてい

くかが課題である。 
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３－６ 予算管理  

施設の老朽化が進行する中で、維持管理・更新費用の増大が見込まれる。このた

め、維持管理・更新等に係るトータルコスト（全体費用）を縮減することが不可欠で

ある。 

今後、点検・診断で把握した劣化状況を踏まえた対策費用や対応の緊急性を検討の

うえ、トータルコストが最小となるよう計画的かつ効率的に維持管理を実施していく

ことが課題となっている。  

 

 

３－７ 体制の構築  

道路利用者や第三者の安全を確保するためには、基準類を正確に理解したうえで、

施設の状態に応じて適確に維持管理を実施することが不可欠である。また、新技術を

現場で積極的に活用することにより、維持管理の効率性・確実性を高めることが期待

される。 

このため公社では、愛知県等が実施する研修や講習会に職員を参加させ、職員の技

術力向上に努めている。 

平成28年10月以降は、コンセッション事業の開始に伴い、ＡＲＣが施設の維持管理

を実施している。 

公社では、ＡＲＣでの維持管理実施内容の共有を図るため、年度初頭に実施する維

持管理工事ならびに点検業務の報告を文書で受けて、年度末に実施した内容の結果報

告を文書にて受ける事で適切にモニタリングすることで、今後、ＡＲＣが適確かつ効

率的に維持管理を実施することが可能となるように助言、指導体制を構築している。

（「Ⅵ 7.体制の構築」参照。） 

 

 

 

Ⅴ 中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し 

維持管理・更新等に係る費用の縮減を図り、必要な予算の確保を進めていくためには、

中長期的な将来の見通しを把握し、それを一つの目安として、戦略を立案し、必要な取

組を進めていくことが重要である。 

しかし、実態が十分に把握されていない施設もあり、また、今後開発・導入される

新技術や予防保全対策等による維持管理・更新等に係る費用の低減の可能性、長寿命

化効果等については、不確定な要素が多い。 

このため、今後、維持管理・更新等の取組を立案・実行するためには、施設の実態

を把握して、個別施設計画を策定し、中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し

をより確実に推定する必要がある。 
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Ⅵ 必要施策に係る取組の方向性 

 

 「Ⅳ 対象施設の現状と課題」を踏まえ、以下の取組を推進する。 

平成 28年 10 月以降については、ＡＲＣが施設の維持管理を実施するため、ＡＲＣと

一体になってこれらの取組を積極的に進める。 

 

 

１ 点検・診断・修繕・更新等 

（１）メンテナンスサイクルの確立 

 すべての対象施設に対して、後述の「Ⅵ ４ 個別施設計画の策定と推進」に示す個

別施設計画を速やかに策定し、点検・診断を適切に実施する。次に、点検・診断の結

果に基づき、必要な措置を適切な時に着実に実施 

するとともに、点検・診断の結果や対策履歴等の 

情報を記録し、次の点検・診断等に活用する「メ 

ンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）」 

を構築する。（図-5参照） 

 また、効率的・効果的にメンテナンスサイクル 

を回すため、各施設の必要性を再確認し、必要性 

が認められる施設については、修繕や更新等の機 

会を捉えて社会経済情勢の変化に応じた質的向上 

や長寿命化、さらには点検のしやすい施設へ更新 

する一方で、必要性が認められない施設について 

は、廃止・撤去等の戦略的な取組を推進する。 

    図-5 メンテナンスサイクル       

 

（２）床版劣化の未然防止 

ライフサイクルコストの最小化及び予防保全の 

観点から、知多半島道路、南知多道路及び猿投グ 

リーンロードにおける橋梁の鉄筋コンリート床版 

に対して、舗装の打ち替えに合わせて床版防水工 

を施工している。（図-6 参照） 

施工にあたっては、交通規制による渋滞軽減や、 

迂回路となる一般道への影響軽減等、道路利用者 

や周辺社会への影響を軽減するための方策を検討 

し必要な措置を行うものとする。          図-6 床版防水工の施工状況 

 

長寿命化計画 

診 断 

措 置 記 録 

点 検 

反映 充実 
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（３）担い手確保に向けた入札契約制度等の見直し 

維持管理・更新等の補修事業を円滑に進めるため、ＡＲＣは発注関係事務を適切か

つ効率的に運用し、受注者の受注インセンティブが働く施策を実施する。  

具体的には、現場条件等を踏まえた工期の設定や積算の実施、適切な現場条件の提

示、適切な設計図書や工事発注計画の作成、技術者能力の評価・活用や工事の性格等

に応じた入札契約制度の実施等を推進する。  

 

（４）地方自治体等との情報共有 

 道路利用者の安全を確保するため、全ての有料道路跨道橋が速やかに点検され、必

要に応じた修繕等の対策が実施されるよう、これらを管理する地方公共団体等の管理

者と情報共有を図り、必要な対策を進めていく。  

具体的には、愛知県道路メンテナンス会議※等を通じて情報共有や要請を行うとと

もに、必要に応じてＡＲＣが同席すること等も検討する。 

 

※愛知県道路メンテナンス会議 

メンテナンスサイクルを確実に回すために県内の全ての道路管理者が参加する会議

である。本会議を通じて、点検や修繕等の連携・協力や道路インフラの予防保全・老

朽化対策の体制強化を図る。 

 

 

（５）具体的な取組 

 対象施設の点検・診断については、表-2に示す基準類等を用いて、5年に 1回の頻度

で近接目視による定期点検を実施し、変状を確実に把握する。また、健全度の診断につ

いても、道路法施行規則に示す構造物の健全性の診断として 4分類に区分して整理する

ものとする。 

さらに、必要に応じてコンクリートのコア採取や電磁波等を利用した詳細調査を実 

施することにより、コンクリート構造物の劣化機構の推定や劣化の程度を詳細に把 

握する。 

修繕については、後述の「Ⅵ ４ 個別施設計画の策定と推進」に基づき、適切な時期

に着実に実施する。  

 

 

２ 基準類の整備 

国や県の動向を踏まえつつ、後述の「Ⅵ ３ 情報基盤の整備と活用」で蓄積された

情報や「Ⅵ ５ 新技術の導入」で得られた情報を用いて、関係する基準類の改善を図

る。 
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例えば、品質の向上、作業の効率化、利用者への影響の最小化、工期の短縮、トー

タルコスト縮減等の観点から有用と判断された新技術や、同じような事故・災害の再

発防止、損傷事例等の観点から得られた知見を関連する基準類に反映する。 

 

 

３ 情報基盤の整備と活用 

（１）不足する情報の収集及び情報の保管・蓄積 

メンテナンスサイクルの取り組みを通じて、順次、過去に蓄積されていない構造諸

元等の情報を収集したうえで、表-2に示す基準類等により、点検・診断・措置の結果

とともに確実に記録する。 

記録する情報は、図-7に示す施設台帳、点検調書、調査報告書、措置結果及び管理

カルテ等とし、関連資料とともに確実に保管・蓄積する。また、これらの情報を一元

的に管理し、点検・診断・措置の結果を収集し保管・蓄積していくため、ＡＲＣでは

独自に施設の管理一元化を図るシステム構築を行い、管理を進めている。 

 

図-7 維持管理に係る記録の流れ 
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（２）情報の利活用と発信 

今後は、効果的な維持管理の実施、作業の効率化、同種・類似のリスクを有する施設

の特定、予防的な対策、基準類への反映等に、管理カルテを始めとする(1)の情報を積

極的に活用する。 

 これらの活用を進めていく中で、より効率的な維持管理を実施できるよう、管理カ

ルテの改善や新しい仕組み等を検討していく。 

また、蓄積された情報については、ホームページ等により、目的に応じて可能な限

り広く一般に公開する。 

 

 

４ 個別施設計画の策定と推進 

（１）計画の策定 

行動計画の対象施設について、予防保全型の維持管理の考え方で個別施設計画（長

寿命化計画）を策定する。個別施設計画は、個別施設の状態、対策時期等を示したも

のとし、計画的な修繕を行うメンテナンスサイクルの核とするものである。 

また、個別施設計画については、点検・診断・措置の結果を的確に反映するものと

し、対策の必要性や優先順位を検討したうえで、最適な計画となるように適宜見直し

を行うものとする。 

 

（２）計画内容の充実 

「Ⅵ ３ 情報基盤の整備と活用」に示す情報の保管・蓄積を進め、蓄積した情報を

もとに、概算費用の算定等についても明記していく。 

 

 

５ 新技術の導入 

 適確で効率的な維持管理を実施するため、メンテナンスサイクルの段階毎に技術動

向を把握したうえで、現場の管理ニーズに合致する技術開発があれば積極的に取り入

れる。 

 具体的には、ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）等を通じて、新技術の把握や

活用を推進する。 

またＡＲＣでは、国土交通省指導要領に従い、ドロ－ンを用いた点検を実施し、ド

ロ－ン点検にて詳細点検を要すると判断された箇所を目視点検する手法を用いる事で

点検の精度を維持したまま、利用者への規制による影響を緩和に努めている。 

今後も貢献度が高い新たな点検技術や知見を得るため、ＡＲＣにて実践している、

新技術活用のための愛知アクセラレートフィールドでの他企業からの提案を広く活用

する所存である。 
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６ 予算管理 

施設を計画的かつ効率的に維持管理するため、事後保全から劣化が進行する前に修繕

を行う予防保全への転換を図り、維持管理・更新等に係るトータルコストの最小化を図

る。（図-8参照） 

具体的には、「Ⅵ ４ 個別施設計画の策定と推進」の個別施設計画に基づく計画的な

点検・診断・修繕・更新等を実施するととともに、「Ⅵ ５ 新技術の導入」による効率

的なメンテナンスサイクルを推進する。 

 

 

 

図-8 予防保全型の維持管理 

 

 

 

７ 体制の構築 

（1）モニタリング体制の構築 

平成 28年 10 月より、図-9に示すモニタリング体制を構築している。 

具体的には、ＡＲＣは維持管理業務の実施企業（以下「業務実施企業」という。）に

セルフモニタリングを実施させるとともに、この実施結果等を活用して自らセルフモニ

タリングを実施する。また、第三者機関による外部監査を活用してＡＲＣの財務状況等

のモニタリングを実施する。 

さらに公社は、ＡＲＣのセルフモニタリングの結果に基づき、実施結果等の確認を行

い、必要に応じて是正措置を行う。 

なお、具体的なモニタリング内容については、「愛知県有料道路運営等事業 要求水準

書（愛知県道路公社）」に示すとおりとする。 

 

 

予防的な修繕で性能・機能を回復、かつ修繕費用を低減 

修繕 修繕 修繕 
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図-9 モニタリング体制 

 

公社、ＡＲＣ及び業務実施企業の間の意思伝達を円滑化するとともに、課題を把握し

適確に対処するため、連絡会議等を定期的に開催する。 

 

（2）人材育成 

道路構造物の老朽化に対して道路利用者の安全・安心を確保し続けるためには、点検・

診断を適確に実施し、様々な損傷に的確に対処することが重要である。 

平成 28年 10 月からはＡＲＣが維持管理を実施しているが、ＡＲＣはもとより、ＡＲ

Ｃをモニタリングする公社職員自身も、技術力の維持向上を図る必要がある。 

そこで、公社職員の研修計画を作成し、本計画に基づき、点検・診断・補修・更新等

に関する知識の習得と技術力の向上を図るものとする。 

 

 

図-10 橋梁点検研修（実習）の実施状況 

公社 

SPC 

業務実施企業 

第三者 

モニタリング実施 

セルフモニタリング実施 

業務実施企業によるセルフモニタリング等 

結果通知（是正指示） 

外部監査実施 

報告 

結果通知（是正指示） 報告 

ARC 
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Ⅶ フォローアップ計画 

  

本計画を継続し発展するため、「Ⅵ 必要施策に係る取組の方向性」の取組を引き

続き充実・深化させる。  

併せて、上記の取組の進捗状況を把握し、必要に応じて、進捗が遅れている施策の

課題の整理と解決方策の検討を行い、フォローアップする。 

また本計画の取組状況については、公社のホームページ等で情報提供を行う。 

以 上 
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■工程表 

 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

１　点検・診断・修繕・更新等

２　基準類の整備

３　情報基盤の整備と活用

４　個別施設計画の策定と推進

５　新技術の導入

６　予算管理

７　体制の構築

【トンネル・大型構造物】

道路法施行規則に基づく点検・診断等の実施、

個別施設計画に基づく取り組みの実施

技術動向の把握・新技術の活用促進

モニタリング体制の構築・モニタリングの実施

新たな技術や知見を基準類に反映

維持管理情報の収集・保管・蓄積・活用

個別施設計画に基づく維持管理・更新等の推進

個別施設計画に基づく維持管理・更新等の推進

【橋梁】

人材の育成

維持管理・更新コストの縮減


